
会     議     録 

会 議 の 名 称 平成３０年度 第１回 深谷市総合教育会議 

開 催 日 時 
平成３０年９月１２日（水） 

午後１時２０分開会・午後２時３０分閉会 

開 催 場 所 深谷市教育研究所 ３Ｆセミナールーム 

議 長 氏 名 小島市長 

出 席 者 氏 名 出席者名簿のとおり 

事務局出席者氏名 出席者名簿のとおり 

会
議
事
項 

１．議事 

＜協議事項＞ 

（１）深谷市立幼稚園における保育サービスの向上及び 

   再編方針（案）について 

＜報告事項＞ 

（１）通学路における児童生徒等の安全確保について 

（２）深谷市立中学校における部活動ガイドラインについて 

２．会議結果 

 

承 認 

 

 

 

会 議 の 経 過  

（議事の要旨） 
別紙のとおり 

会
議
資
料 

 

・深谷市総合教育会議次第 

 

・議事資料１ 深谷市立幼稚園における保育サービスの向上及び 

       再編方針（案）について 

・議事資料２ 通学路における児童生徒等の安全確保について 

・議事資料３ 深谷市立中学校における部活動ガイドラインについて 

 

 

 

 

そ
の
他

の
事
項 

 

 

会 議 録 の 確 定 

確 定 年 月 日  議 長 署 名  

 

平成 ３０ 年 １０ 月 ９ 日 

 
小島 進 
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別紙 

（会議の経過） 

発 言 者 議題・発言内容（要旨）・決定事項 

  事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

１ 開会 

 

 

２ 市長あいさつ 

 

 

３ 教育長あいさつ 

 

 

４ 出席者紹介 

 

 

５ 議事 

※深谷市総合教育会議運営要綱第４条第１項の規定により、市長を議長と

して議事を進行 

＜協議事項＞ 

（１）深谷市立幼稚園における保育サービスの向上及び再編方針

（案）について 

 

（資料１ 「深谷市立幼稚園における保育サービスの向上及び再編方針

（案）」 に沿って事務局より説明） 

 

事務局から説明がありましたが、ご意見やご質問があればお願いし

たいと思います。 

 

深谷市立幼稚園の再編のイメージにある「新たな保育サービス 可

能な園で前倒し実施」とあるが平成３１年度か平成３２年度のどちら

か。また、保護者への周知はいつ頃を検討しているか。 

 

 保育サービスの前倒し時期は、平成３２年度予定を検討し、保護者

への周知は平成３１年度夏ごろを予定している。 

 

 再編数が１０園から８園となるが、定員数に余裕があり計画として

は十分と考える。新園の設置は常盤地区と考えてよいか、また、平成

３３年度設置にあたっての進捗状況について教えてもらいたい。 

 

 設置予定地区は、常盤地区としている。進捗状況は、平成３１年度

に設計、平成３２年度に建設の計画として予定している。 
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発 言 者 議題・発言内容（要旨）・決定事項 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

深谷市立幼稚園における保育サービスの向上及び再編方針（案）に

ついては、このとおりとすることでよろしいか。 

 

【全員了承】 
 

皆様に了承いただきましたので、そのようにさせていただく。 

 

 

＜報告事項＞ 

（１）通学路における児童生徒等の安全確保について 

 

（資料２「通学路における児童生徒等の安全確保」に沿って事務局

より説明） 

 

事務局から説明がありましたが、ご意見やご質問があればお願いし

たい。 

 

 

 防犯ボランティアの高齢化の中で、少し若い世代のかたのボランテ

ィア参加する募集は行っているのか。 

 

 一部地区では、新たな担い手となるかたに声がけを実施している。

また、一部の学校では「こども１１０番の家」協力者に毎年声がけの

訪問をして、協力のお願いをしている。この取組を全地区で広めてい

きたい。 

 

 「こども１１０番の家」は、子ども達にとって安全な場所であるこ

とや信頼できる地域のかたであることを何かの機会で指導できない

か。 

 

 「こども１１０番の家」は、顔の見える関係・信頼関係の構築につ

いて、検討課題として認識している。また、警察署へ「こども１１０

番の家」の在り方について相談したところ、犯罪抑止の効力もあり、

必要性は今後もあると考えている。しかしながら信頼関係などの構築

は、検討していく必要がある。その他、「ながら見守り」として、農

作業をしながら、散歩をしながらといった、日常活動のなかで防犯協

力を行う地域のかたを増やし、子ども達にも一目でわかる目印が作れ

るよう検討していきたい。 

 

 通学路の安全確保については、毎年各学校で実施していると思う。

今回の緊急点検で集まった情報の活用策として、保護者や地域住民に

も情報提供し、学校のみならず地域全体で共有していくことが望まし

い。 
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発 言 者 議題・発言内容（要旨）・決定事項 

事務局 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 集まった情報は、地図データとして各学校と共有し、各学校でも学

校運営協議会員と合同で点検し、対応策を検討し、通学路の改善をし

ていくことに活用していきたい。 

 

 各学校では「こども１１０番の家」協力者の住所や氏名を確認した

ことで終わるのではなく、社会体験授業の中で先生、子ども達に「こ

ども１１０番の家」の場所を確認することも大切と思うので取り入れ

てほしい。 

 

 

（２）深谷市立中学校における部活動ガイドラインについて 

 

（資料３「深谷市立中学校における部活動ガイドライン」に沿って

事務局より説明） 

 

事務局から説明がありましたが、ご意見やご質問があればお願いし

たい。 

 

 市内中学校の陸上部が全国大会へ出場している中で、現在、国や県

もガイドラインを示している、それを受け、深谷市としてもガイドラ

インを示した。各学校の部活動の方針では、学校長、部活顧問との協

議の上、柔軟な対応をできるよう運用してもらいたい。 

 

 ガイドラインの徹底については図れるのか。 

 

 各学校各部活動単位で活動計画及び実績報告を作成し、公表する。

そのことにより徹底が図れると考えている。 

 

 ガイドライン P９にある事故防止及び健康管理として、熱中症予防

のための運動指針とあるが、県大会などの大きな大会ではこのガイド

ラインの内容が適用されるのか。 

 

 県においてもガイドラインが示されているので県大会などではその

ガイドラインが適用される。深谷市にある競技団体組織が主催する大

会などはこのガイドラインの内容を競技団体と連携していくことを考

えている。 

 

 部活動の活動計画を公表していくということだが、方法はどのよう

にするのか。 

 

 ガイドラインには、統一様式として活動計画表を示し、顧問の負担

を軽減していきたい。 
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発 言 者 議題・発言内容（要旨）・決定事項 

委員 

 

 

 

 

 

 怪我をした生徒から休みたいとの申出があった場合は、休ませるよ

う徹底してもらいたい。 

 

 

 

６ 閉会 

以上 

 


